
別冊－１ 
庁舎警備業務委託仕様書 

 
青森労働局 

 
１ 警備方法 

機械警備とする。 
 

３ 警備対象物 
警備対象物は別添「警備対象官署及び仕様」のとおりとする。 
なお、現場確認が必要な場合には入札説明書４（２）②に連絡すること。 
 

４ 委託期間 
令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで 

 
５ セキュリティプラン及び基本業務 

（１）受託者は警備対象物ごとのセキュリティプランを作成し、当該プランに基づき、契約対象物

件に設置された警報機器によって伝達される「異常」の有無を監視し、「異常」に対しては、受

託者が基本的に定めている「防犯サービス」及び「火災監視サービス」の内容にしたがって対

処する。 
（２）受託者は「異常」を受信してこれを示す機械設備及び当該機器設備の正常作動を確認し得る

に必要な機器をその管制本部に設置し、業務実施時間中管制担当者を定め、契約対象物件に係

る「異常」の有無を間断なく監視するものとする。 
 
６ 報告 

受託者は、警備実施中に事故発生を確認したときは、直ちに電話又は口頭で所要事項を通知する

とともに、速やかに「事故報告書」を委託者に提出することとする。 
 
７ 鍵の預託 

鍵、スティック、カード類は、委託者、受託者相互に預託するものとする。また、授受は「預り

受領書」によりその所在を確認できるようにし、厳重に取扱い、保管するものとする。 
 
８ 緊急連絡先の指定 

委託者はあらかじめ緊急連絡者を指定し、その名簿を受託者へ交付するものとする。 
 
９ 警備記録の発行 

受託者は、警備開始及び警備解除時刻等に関する記録を書面又は電子媒体にて委託者に報告する

ものとする。（各月終了後、速やかに） 
 
10 その他 

本仕様に定めのない事項は、委託者の定める庁舎管理規定、防火管理規定、その他関係規程を尊

重するものとする。 
 



別冊－１（別添） 
警備対象官署及び仕様 

 
番号 官署名 所在地 使用回線 業務提供時間 備考 

1 弘前労働基準監督署 弘前市南富田町５－１ 
受注者の携帯電話通信

網（※１参照） 

① 毎日            17：15～08：30 

② 土日祝日・委託者の休日   終日 

 

2 青森公共職業安定所 青森市中央２－１０－１０ 
一般公衆回線（常時断

線監視機能付） 

① 毎日            17：15～08：30 

（ただし、火・木曜日は 18：30～08：30） 

② 土日祝日・委託者の休日   終日 

 

3 八戸公共職業安定所 八戸市沼館４－７－１２０ 
一般公衆回線（常時断

線監視機能付） 

① 毎日            17：15～08：30 

② 土日祝日・委託者の休日   終日 

 

4 
弘前公共職業安定所 

（外部書庫あり） 
弘前市南富田町５－１ 

一般公衆回線（常時断

線監視機能付） 

① 毎日            17：15～08：30 

② 土日祝日・委託者の休日   終日        

 

5 むつ公共職業安定所 むつ市若松町１０－３ 
一般公衆回線（常時断

線監視機能付） 

① 毎日            17：15～08：30 

② 土日祝日・委託者の休日   終日        

 

6 野辺地公共職業安定所 
上北郡野辺地町字昼場１２

－１ 

一般公衆回線（常時断

線監視機能付） 

① 毎日            17：15～08：30 

② 土日祝日・委託者の休日   終日 

 

7 五所川原公共職業安定所 五所川原市敷島町３７－６ 
受注者の携帯電話通信

網（※１参照） 

① 毎日            17：15～08：30 

② 土日祝日・委託者の休日   終日 

 

8 三沢公共職業安定所 三沢市桜町３－１－２２ 
受注者の携帯電話通信

網（※１参照） 

① 毎日            17：15～08：30 

② 土日祝日・委託者の休日   終日 

 

9 黒石公共職業安定所 黒石市緑町２－２１４ 
一般公衆回線（常時断

線監視機能付） 

① 毎日            17：15～08：30 

② 土日祝日・委託者の休日   終日 

 

 
 ※１ バックアップ機能が必要。 


